
薩
摩
焼
の
御
判
手
茶
碗
に
つ
い
て 

深 

港 
 

恭 

子  

は
じ
め
に 

 
 
 薩

摩
焼
の
研
究
に
お
い
て
は
、
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
刊
行
さ
れ
た
基
礎
的
文
献

で
あ
る
『
薩
摩
焼
の
研
究
』（
以
下
、『
研
究
』
と
い
う
）
以
降
、
考
古
学
の
分
野
で
窯
跡
の

発
掘
が
進
み
生
産
現
場
や
製
品
の
様
相
が
明
ら
か
に
な
る
な
ど
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

ま
た
近
年
で
は
、
島
津
義
弘
に
よ
る
茶
入
製
作
に
関
し
て
、
文
献
と
伝
世
品
を
通
し
た
研
究

と
そ
の
製
作
現
場
と
な
っ
た
宇
都
窯
・
御
里
窯
の
発
掘
成
果
の
両
輪
に
よ
り
、
古
田
織
部
の

関
与
や
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
の
義
弘
の
姿
、
薩
摩
茶
入
の
評
価
、「
つ
け
底
」
と
通
称
さ

れ
る
特
殊
な
製
法
な
ど
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

し
か
し
な
が
ら
課
題
が
多
い
の
も
確
か
で
あ
る
。
と
り
わ
け
薩
摩
焼
草
創
期
の
渡
来
陶
工

の
動
向
や
「
火
計
手
」・「
御
判
手
」
の
抹
茶
碗
と
い
っ
た
古
来
珍
重
さ
れ
て
き
た
重
要
な
作

品
に
つ
い
て
の
充
実
し
た
研
究
は
、『
研
究
』
以
降
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
き
て
い
な
い
。 

朝
鮮
半
島
か
ら
持
参
し
た
原
料
を
用
い
て
朝
鮮
陶
工
が
製
作
し
た
と
さ
れ
る
火
計
手
茶

碗
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
半
島
産
と
国
産
の
白
土
原
料
の
明
確
な
区
別
が
現
段
階
で
は
困
難
な

た
め
、
伝
来
す
る
作
品
が
火
計
手
で
あ
る
か
否
か
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、

島
津
義
弘
の
好
み
を
示
す
判
（
印
）
が
押
さ
れ
た
御
判
手
茶
碗
に
つ
い
て
は
、『
研
究
』
が
ま

と
め
ら
れ
た
昭
和
初
期
に
は
わ
ず
か
一
点
し
か
作
例
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
中
、
文
献
史
料

の
記
述
の
み
が
一
人
歩
き
し
て
き
た
感
が
あ
る
。
し
か
し
現
在
、
管
見
の
範
囲
で
は
義
弘
時

代
の
作
と
限
定
で
き
な
い
ま
で
も
、
判
の
あ
る
茶
碗
が
十
点
以
上
確
認
さ
れ
て
い
る
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
「
御
判
手
」
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
と
伝
世
す
る
作
例
を

中
心
に
考
察
を
試
み
る
。
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
薩
摩
焼
草
創
期
の
重
要
作
品
の
位

置
づ
け
が
明
確
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
茶
入
に
比
べ
て
伝
世
品
が
少
な
い
茶
碗
の
製
作
状
況

や
作
品
の
傾
向
、
陶
工
等
の
動
向
の
解
明
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。 

 一 

先
行
研
究
と
御
判
手
の
定
義 

 

御
判
手
に
つ
い
て
の
主
な
研
究
は
、
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
の
前
田
幾
千
代
「
御
判
手
」

解
説
及
び
論
説
「
御
判
手
に
就
て
」、『
研
究
』
に
お
け
る
田
澤
・
小
山
の
論
説
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
の
『
日
本
陶
磁
体
系
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薩
摩
』
に
お
け
る
矢
部
良
昭
の
論
説
が
主
な
も
の

で
あ
る
。
他
に
も
解
説
な
ど
の
事
例
は
あ
る
が
概
ね
こ
れ
ら
の
内
容
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

三
者
の
主
張
の
要
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

製
作
年
代
と
種
類 

・
古
帖
佐
焼
御
判
手
と
苗
代
川
の
白
薩
摩
御
判
手
が
あ
る
（
前
田
） 

・
義
弘
の
帖
佐
御
判
手
と
家
久
の
苗
代
川
御
判
手
が
あ
る
（
田
澤･

小
山
） 

・
義
弘
御
判
手
と
家
久
の
苗
代
川
御
判
手
が
あ
る
（
矢
部
） 

窯
場 ・

義
弘
御
判
手
は
帖
佐
の
宇
都
窯
の
作
（
前
田
、
田
澤･

小
山
） 

・
義
弘
御
判
手
は
帖
佐
の
宇
都
窯
・
加
治
木
の
御
里
窯
の
作
（
矢
部
） 

・
家
久
御
判
手
は
苗
代
川
元
屋
敷
窯
の
作
（
矢
部
） 

判 

・
丸
・
角
長
方
型
の
萬
字
印
、
義
印
、
大
指
型
印
、
當
仁
銘
が
あ
る
（
前
田
） 

・
判
形
は
三
通
あ
り
、
丸
・
角
・
長
か
角
な
ど
が
あ
る
（
田
澤･

小
山
） 

（
１
） 

（
２
） 

（
３
） 

（
４
） 

（
５
） 

（
６
） 

（
７
） 

（
８
） 



銘
款 ・

萬
・
義
・
苗
の
説
が
あ
る
が
、
萬
・
義
を
有
力
と
し
て
苗
を
否
定
（
前
田
） 

・
款
印
は
篆
書
体
の
萬
と
義
と
苗
が
あ
り
、
義
は
義
弘
、
苗
は
苗
代
川
の
意
（
矢
部
） 

・
萬
の
意
味
に
は
明
の
萬
歴
製
、
唐
土
の
古
印
字
、
朝
鮮
文
字
説
が
あ
る
（
矢
部
） 

・
島
津
忠
承
蔵
の
萬
の
篆
字
は
水
竹
主
馬
が
書
き
印
刻
し
た
も
の
（
矢
部
） 

原
料 ・

義
弘
御
判
手
の
宇
都
窯
で
は
朝
鮮
半
島
産
の
原
料
を
使
用
（
矢
部
） 

・
義
弘
御
判
手
の
御
里
窯
と
家
久
御
判
手
の
苗
代
川
窯
は
国
産
原
料
（
矢
部
） 

《
島
津
忠
承
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶
碗
》
の
評
価
（
三
者
が
実
見
） 

・
苗
代
川
窯
も
し
く
は
竪
野
窯
中
期
の
作
と
し
て
否
定
、
他
に
例
を
見
ず
（
田
澤･

小
山
） 

・
義
弘
御
判
手
は
本
作
の
み
実
見
し
て
い
る
（
前
田
） 

・「
御
判
手
中
の
御
判
手
茶
碗
と
言
わ
れ
た
名
碗
」
で
宇
都
窯
の
作
で
あ
る
（
矢
部
） 

そ
の
他 

・
御
判
手
は
藩
主
専
用
の
白
無
地
の
、
い
わ
ゆ
る
白
薩
摩
手
で
あ
る
（
矢
部
） 

先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
と
、
御
判
手
と
は
な
に
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
義
弘
御
判

手
に
は
義
弘
が
関
わ
っ
た
二
つ
の
窯
、
す
な
わ
ち
宇
都
窯
（
帖
佐
）
と
御
里
窯
（
加
治
木
）

の
う
ち
、
宇
都
窯
産
に
加
え
御
里
窯
産
が
あ
る
の
か
、
家
久
の
苗
代
川
御
判
手
が
存
在
す
る

の
か
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。 

現
在
確
認
で
き
て
い
る
判
の
あ
る
茶
碗
の
胎
土
は
白
土
に
限
ら
れ
る
が
、
苗
代
川
で
用
い

ら
れ
た
白
色
原
料
は
領
内
で
発
見
さ
れ
た
白
土
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
苗
代
川
御
判
手
が

存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
国
産
原
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
一
方
、
義
弘
御
判
手
に
つ
い
て
は
、

文
献
史
料
に
よ
れ
ば
、
宇
都
窯
時
代
に
は
国
産
の
白
色
原
料
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
原
料
は
朝
鮮
半
島
産
に
限
定
さ
れ
る
が
、
御
里
窯
時
代
に
は
白
色
原
料
が
発
見
さ
れ

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
産
白
土
の
探
索
を
藩
主
島
津
家
久
が
命
じ
た

結
果
、
苗
代
川
の
朴
貞
用
が
発
見
、
そ
の
後
す
ぐ
に
苗
代
川
で
白
色
茶
碗
が
製
造
さ
れ
た
こ

と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
朝
鮮
陶
工
が
持
参
し
た
白
土
は
帖
佐
（
宇
都
窯
）
ば
か
り
で

な
く
加
治
木
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
御
里
窯
の
義
弘
御
判
手
が
存
在
し
た
と
し

て
も
、
国
産
原
料
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
低
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

こ
の
他
、
押
さ
れ
た
判
の
形
は
丸
と
角
な
ど
数
種
、
銘
款
に
は
萬
・
義
な
ど
が
あ
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
が
、
昭
和
初
期
に
は
御
判
手
の
作
例
は
《
島
津
忠
承
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶

碗
》
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
矢
部
が
御
判
手
に
つ
い
て
論
じ
た
『
日
本
陶
磁
体
系
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薩

摩
』（
一
九
八
九
）に
も
本
作
が
唯
一
御
判
手
の
作
例
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

 二 

歴
史
史
料
か
ら
の
検
討 

 

（
一
）
御
判
手
と
は
な
に
か 

こ
こ
で
は
先
行
研
究
で
も
活
用
さ
れ
て
き
た
薩
摩
焼
関
係
史
料
を
改
め
て
見
直
し
つ
つ
、

近
年
翻
刻
さ
れ
た
史
料
な
ど
を
新
た
に
用
い
て
、御
判
手
と
は
な
に
か
を
改
め
て
論
じ
た
い
。 

薩
摩
藩
の
御
用
絵
師
で
歌
道
や
茶
道
に
も
通
じ
た
文
化
人
で
あ
っ
た
木
村
探
元
（
一
六
七

九
―
一
七
六
七
）
の
談
話
を
ま
と
め
た
『
浦
之
浪
』
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

一
惟
新
公
帖
佐
ニ
而
木
脇
休
作 

 
 
 
 
 

に
様
々
の
焼
物
被
仰
付
、
段
々
御
好
ニ 

細
工
被
致
候
由
、 

御
好
ミ
の
細
工
焼
調
被
備 

御
覧
候
而
、 

御
意
ニ
入
た
る
に

ハ
御
判
被
為
押
、
御
意
ニ
不
叶
は
忽
打
破
候
様
ニ
被
仰
付
、
能
茶
碗
・
茶
入
等
御
見

合
を
以
鹿
児
島
の
数
寄
者
の
衆
江
拝
領
被
仰
付
候
と
也
、
仍
而
当
分
名
物
也
と
云
々
、 

ま
た
、
島
津
久
峰
（
一
七
三
二
―
一
七
七
二
）
が
探
元
の
談
話
を
書
き
留
め
た
『
白
鷺
洲
』

に
は
た
び
た
び
御
判
手
茶
碗
が
話
題
に
の
ぼ
る
が
、
そ
の
起
源
を
記
し
た
記
述
に
「
御
判
手

の
御
茶
碗
の
直
に
初
代
に
て
御
座
候
哉
と
相
尋
候
へ
は
、
成
程
初
代
に
て
候
、」、
ま
た
「
惟

新
様
御
側
え
被
召
仕
候
木
脇
休
作
と
申
候
て
関
ヶ
原
の
時
も
武
功
も
有
之
、
其
上
細
工
別
て

能
有
之
候
故
何
を
作
れ

〱
と
御
意
に
て
、
都
て
ヶ
様
成
右
の
木
脇
休
作
殿
と
為
申
人
の
細

工
に
て
候
、」
と
あ
る
。 

管
見
に
お
い
て
こ
こ
に
あ
げ
た
探
元
の
談
話
が
、
御
判
手
に
つ
い
て
記
し
た
最
も
古
い
記

述
で
あ
る
。
前
田
も
『
薩
摩
焼
総
鑑
』
に
お
い
て
、
田
澤
・
小
山
も
『
研
究
』
に
お
い
て
、

木
脇
嘉
左
衛
門 

殿
先
祖
な
り 

（
９
） 

（
10
） 

（
11
） 

（
12
） 

（
13
） 

（
14
） 



『
浦
之
浪
』
を
御
判
手
が
存
在
す
る
根
拠
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。 

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
御
判
手
と
は
島
津
義
弘
が
帖
佐
に
お
い
て
様
々
な
器
物
の
製
作
を
命
じ

て
好
み
の
細
工
に
判
を
押
さ
せ
、
焼
き
上
が
り
の
悪
い
も
の
は
割
り
捨
て
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
判
の
あ
る
伝
世
品
は
義
弘
の
好
み
に
叶
っ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
は
鹿
児
島
の
茶
人
ら
へ
下
賜
さ
れ
、
探
元
が
生
き
た
時
代
に
は
名
物
と
し
て
知
ら
れ

て
い
た
。 

探
元
が
御
判
手
の
作
者
と
し
て
い
る
木
脇
休
作
は
、
木
脇
刑
部
左
衛
門
祐
秀
（
一
五
七
七

―
一
六
一
九
）
の
こ
と
で
武
勇
に
優
れ
た
大
男
で
あ
っ
た
と
伝
え
、
義
弘
に
従
い
朝
鮮
に
出

兵
し
て
奮
戦
し
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
は
義
弘
の
退
却
を
支
え
た
と
い
う
。
関
ヶ
原
の
あ
と
蒲

生
・
平
松
・
加
治
木
へ
と
所
領
を
替
え
、
義
弘
の
死
去
に
際
し
て
殉
死
し
て
い
る
。
義
弘
の

窯
場
の
比
較
的
近
い
場
所
を
領
し
て
お
り
茶
陶
の
製
作
に
関
与
で
き
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
御
判
手
の
製
作
に
関
わ
っ
た
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
休
作

の
よ
う
な
武
人
が
茶
陶
製
作
の
中
心
に
い
た
と
い
う
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。 

探
元
は
ま
た
、
御
判
手
茶
碗
は
初
代
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
渡
来
陶
工
の
初
代

を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
義
弘
が
関
わ
っ
た
宇
都
窯
と
御
里
窯
に
は
朝
鮮
か
ら
の
渡

来
陶
工
で
窯
場
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
星
山
仲
次
（
金
海
）、
そ
し
て
茶
碗
製
作
の
た
め
に

わ
ざ
わ
ざ
藩
主
家
久
が
鹿
児
島
城
下
か
ら
宇
都
窯
に
呼
び
寄
せ
た
田
原
萬
助
（
萬
介
、
申
武

信
）
が
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。 

『
白
鷺
洲
』
に
「
田
原
家
は
御
判
手
有
之
候
、
此
御
判
は
竪
に
長
き
御
判
に
て
候
、
帖
佐

は
存
の
通
に
て
候
由
被
申
候
事
、」
と
あ
る
。
田
原
家
（
田
原
萬
助
家
）
が
手
掛
け
た
御
判
手

の
存
在
を
伝
え
て
お
り
、
縦
長
の
判
が
田
原
家
の
も
の
と
し
、
さ
ら
に
続
け
て
、
帖
佐
は
島

津
久
峰
が
知
っ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
帖
佐
が
何
を
指
す
の

か
や
や
わ
か
り
に
く
い
が
、
田
原
家
に
対
す
る
帖
佐
と
は
星
山
仲
次
を
指
し
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
仲
次
は
茶
入
の
製
作
で
知
ら
れ
る
が
茶
碗
や
茶
壺
も
手
掛
け
て
い
る
。「
帖
佐

は
存
の
通
に
て
候
」
と
は
、
仲
次
に
も
御
判
手
が
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
判
が
あ
る
可
能
性
を

窺
わ
せ
る
。
さ
ら
に
「
古
帖
佐
田
原
家
両
家
熊
川
手
筋
故
、」
と
い
っ
た
記
述
も
あ
り
、
星
山

家
（
星
山
仲
次
）
を
古
帖
佐
・
帖
佐
と
呼
び
慣
わ
す
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
義
弘
御
判
手
と
推
定
さ
れ
る
器
物
は
茶
碗
に
限
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
白
色
胎
土
で
あ
る
。
ま
た
、
火
計
手
と
し
て
伝
来
す
る
茶
碗
の
中
に
も

義
弘
御
判
手
と
同
じ
判
が
押
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
帖
佐
（
宇
都
窯
）・

加
治
木
（
御
里
窯
）
に
も
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
来
陶
工
ら
が
持
参
し
た
白
土
が
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
義
弘
御
判
手
は
同
時
に
火
計
手
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。 

佐
藤
雅
彦
は
火
計
手
の
茶
碗
は
総
体
に
薄
づ
く
り
で
、
高
麗
茶
碗
に
近
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
筆
者
も
伝
世
す
る
初
期
の
茶
碗
に
同
様
の
印
象
を
も
っ
て
い
る
。
管
見
の
火
計
手

と
御
判
手
と
伝
え
る
作
例
は
、
口
縁
部
か
ら
胴
に
か
け
て
薄
づ
く
り
で
比
較
的
大
ぶ
り
の
も

の
が
多
い
。
ま
た
、
見
込
み
に
は
四
個
か
ら
五
個
の
胎
土
目
の
痕
跡
が
あ
り
、
高
台
は
大
ぶ

り
で
、
焼
成
時
に
は
下
に
は
砂
粒
が
敷
か
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
多
く
は
丁
寧
に
削
り
取
ら

れ
て
い
る
も
の
の
、
畳
付
き
に
沿
っ
て
砂
粒
が
付
着
し
た
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。 

探
元
も
ま
た
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。『
白
鷺
洲
』
に
は
「
古
帖
佐
な
と
の
茶
碗
茶
入

の
薬
立
は
や
は
り
熊
川
に
て
候
、」、「
古
帖
佐
田
原
家
両
家
熊
川
手
筋
故
」
と
あ
る
。
熊
川
と

は
元
来
、
朝
鮮
半
島
東
南
部
の
慶
尚
南
道
に
あ
る
地
名
で
あ
る
が
、
探
元
は
大
き
く
は
高
麗

の
意
で
用
い
て
お
り
、
古
帖
佐
（
宇
都
窯
・
星
山
仲
次
）
の
茶
碗
や
茶
入
の
釉
調
は
高
麗
風

で
あ
り
、
星
山
・
田
原
両
家
は
高
麗
の
技
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
こ
で
言
う

高
麗
と
は
、
渡
来
陶
工
の
母
国
で
あ
る
朝
鮮
王
朝
を
指
す
。 

こ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
、
義
弘
御
判
手
は
主
と
し
て
朝
鮮
陶
工
星
山
仲
次
、
田
原
萬
助
の
手

に
な
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
加
え
て
木
脇
休
作
が
関
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

た
だ
し
、
高
麗
風
に
当
て
は
ま
ら
な
い
作
例
が
二
点
伝
来
し
て
い
る
。
次
に
こ
の
二
点
に

つ
い
て
述
べ
た
と
思
わ
れ
る
史
料
に
つ
い
て
、
伝
世
品
と
比
較
し
つ
つ
取
り
上
げ
た
い
。 

 （
二
）
伝
世
品
に
関
す
る
探
元
の
記
録 

高
麗
風
に
当
て
は
ま
ら
な
い
御
判
手
茶
碗
と
は
、《
白
釉
蓮
葉
文
茶
碗
》（
東
京
国
立
博
物

館
）（
以
下
《
蓮
葉
茶
碗
》
と
い
う
）
と
《
白
釉
牡
丹
文
茶
碗
》（
尚
古
集
成
館
）（
以
下
、《
牡

（
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） 
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丹
茶
碗
》
と
い
う
）
で
あ
る
（
本
稿
三
―
（
一
）
④
⑤
参
照
）。《
蓮
葉
茶
碗
》
は
薩
摩
焼
を

代
表
す
る
茶
碗
と
し
て
現
在
で
も
夙
に
名
高
く
、
片
や
《
牡
丹
茶
碗
》
は
島
津
家
に
伝
来
し

て
き
た
。
こ
の
二
点
は
型
押
し
に
よ
っ
て
抹
茶
碗
の
外
面
に
文
様
が
か
た
ど
ら
れ
て
お
り
、

《
蓮
葉
茶
碗
》
で
は
内
面
に
も
同
様
の
文
様
が
あ
り
、
内
面
と
外
面
を
合
わ
せ
て
立
体
的
な

蓮
葉
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
モ
ダ
ン
さ
と
異
形
ゆ
え
に
、
陶
磁
器
の
年
代
観
か
ら
み
た

製
作
年
代
は
十
七
世
紀
初
期
か
ら
十
九
世
紀
ま
で
大
き
く
意
見
が
わ
か
れ
て
き
た
。
現
段
階

で
は
十
七
世
紀
後
半
の
見
か
た
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
見
込
み
に
残
る
胎
土
目
の
痕
跡

や
高
台
内
の
渦
巻
き
文
、
薄
づ
く
り
の
器
壁
な
ど
、
他
の
十
七
世
紀
初
期
の
茶
碗
と
共
通
す

る
要
素
も
備
え
て
い
る
。 

こ
の
二
点
は
こ
れ
ま
で
御
判
手
茶
碗
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
型
押
し
文
様
に

視
点
が
集
中
し
判
に
つ
い
て
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
が
、
白
釉
に
半
ば
埋
も
れ
て

い
る
も
の
の
、
見
込
み
に
丸
と
角
の
二
印
が
認
め
ら
れ
る
。 

こ
の
二
碗
を
、
木
村
探
元
と
探
元
の
許
を
訪
ね
て
様
々
な
談
話
を
聞
き
取
っ
た
知
覧
領
主

の
島
津
久
峰
が
所
持
し
て
い
た
こ
と
が
、『
白
鷺
洲
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
部
分
を
次
に

示
す
。 一

麁
茶
有
之
候
間
相
立
可
振
舞
由
被
申
候
、（
略
）
手
前
に
て
濃
茶
を
立
被
申
候
茶
碗
は 

御
判
手
白
牡
丹
の
細
工
に
て
、
中
に
丸
角
の
御
判
二
有
之
候
、（
略
）
左
候
て
茶
碗
を

望
み
見
申
候
に
、
拙
者
持
合
候
茶
碗
よ
り
は
薬
立
も
違
ゐ
申
様
に
有
之
候
故
、
い
か

様
成
事
に
て
持
合
の
茶
碗
と
は
違
申
候
歟
と
相
尋
候
得
は
、
此
は
白
薬
に
て
候
故
ヶ

様
に
薬
立
替
り
申
候
由
、
扨
持
合
候
蓮
の
葉
と
此
白
牡
丹
も
細
工
は
同
し
細
工
に
て

候
由
、
是
は
惟
新
様
御
側
え
被
召
仕
候
木
脇
休
作
と
申
候
て
関
ヶ
原
の
時
も
武
功
も

有
之
、
其
上
細
工
別
て
能
有
之
候
故
、
何
を
作
れ

〱
と
御
意
に
て
都
て
ヶ
様
成
右

の
木
脇
休
作
殿
と
為
申
人
の
細
工
に
て
候
、
蓮
の
葉
も
右
の
細
工
に
て
候
由
被
申
候
、

此
咄
は
加
入
よ
り
承
置
候
由
、（
略
）（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
） 

 

探
元
が
茶
会
を
催
し
た
折
、
白
牡
丹
の
細
工
の
あ
る
御
判
手
茶
碗
で
濃
茶
が
ふ
る
ま
わ
れ

た
。
こ
の
茶
碗
の
見
込
み
に
は
丸
と
角
の
二
つ
の
判
が
押
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
拝
見
し
た

久
峰
が
、
自
身
が
所
持
し
て
い
る
蓮
の
葉
の
細
工
の
あ
る
御
判
手
茶
碗
と
釉
調
が
異
な
っ
て

い
る
こ
と
を
探
元
に
尋
ね
る
と
、
白
薬
が
掛
か
っ
て
い
る
た
め
だ
と
し
、
両
者
と
も
細
工
は

同
じ
で
木
脇
休
作
の
作
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
探
元
は
こ
の
話
を
、
星
山
仲
次
（
金
海
）

の
孫
で
あ
る
嘉
入
（
一
六
四
九
―
一
七
二
一
）
か
ら
聞
い
た
と
す
る
。
ま
た
、（
一
）
で
示
し

た
、
探
元
に
よ
る
木
脇
休
作
の
手
に
な
る
御
判
手
茶
碗
の
談
話
は
、《
蓮
葉
茶
碗
》
と
《
牡
丹

茶
碗
》
を
事
例
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。 

 

ま
た
久
峰
が
両
者
は
「
薬
立
」、
い
わ
ゆ
る
釉
調
が
異
な
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
特
徴

の
違
い
は
、
伝
世
す
る
二
碗
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。《
蓮
葉
茶
碗
》
は
釉
薬
が
薄
く
掛

か
り
マ
ッ
ト
で
明
る
い
発
色
で
あ
る
一
方
、《
牡
丹
茶
碗
》
は
使
用
痕
の
影
響
も
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
白
釉
が
厚
く
掛
か
っ
て
貫
入
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
り
、
全
体
に
暗
め
の
発

色
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
違
い
を
探
元
は
釉
薬
の
影
響
だ
と
し
、
そ
の
上
で
両
者
は
木

脇
休
作
に
よ
る
同
時
期
の
作
、
す
な
わ
ち
義
弘
御
判
手
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 （
三
）
御
判
手
の
評
価 

次
に
木
村
探
元
の
談
話
が
ま
と
め
ら
れ
た
頃
、
義
弘
の
没
後
百
年
を
経
て
御
判
手
が
ど
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
、
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
を
『
白
鷺
洲
』
か
ら
窺
っ
て
み
た
い
。 

一
歳
暮
に
麁
茶
可
進
由
申
置
、
今
日
御
判
手
茶
碗
并
一
所
に
相
求
候
茶
入
、
水
戸
黄
門 

様
御
製
之
茶
杓
、
元
政
掛
物
、
南
蛮
筒
形
之
水
指
等
持
越
手
前
い
た
し
、 

久
峰
が
歳
暮
と
し
て
探
元
に
茶
を
点
て
て
差
し
上
げ
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
所
持
の
御
判

手
茶
碗
と
茶
入
な
ど
一
式
を
持
参
し
て
茶
を
点
て
た
。
御
判
手
茶
碗
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

入
手
さ
れ
た
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
知
る
術
は
な
い
。
と
は
い
え
、
久
峰
が
茶
会

で
用
い
、（
二
）
で
示
し
た
と
お
り
探
元
も
茶
会
で
濃
茶
を
立
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
弘
御

判
手
が
茶
の
湯
に
お
け
る
実
用
の
茶
碗
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

次
に
御
判
手
の
評
価
を
窺
わ
せ
る
記
述
を
見
て
み
よ
う
。 

一
此
内
又
七
郎
殿
よ
り
帖
佐
茶
碗
七
ツ
も
ら
い
候
を
是
又
一
所
に
致
持
参
入
一
覧
候 

処
に
、
是
は
此
内
左
様
に
承
候
由
被
申
直
に
見
被
申
候
に
、
成
程
此
茶
椀
に
て
候
、

（
20
） 

（
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） 



扨
々
出
来
申
候
御
判
無
之
候
て
は
な
ら
ぬ
出
来
に
て
候
由
被
申
候
、
然
共
御
判
は
不
相
見
得

通
申
候
へ
は
、
上
下
を
被
見
申
下
の
香
だ
い
此
者
の
底
を
帖
佐
の
薄
み
な
と
申
候
由
、
右
貮

ツ
の
茶
碗
は
勝
た
る
も
の
ゝ
由
被
申
候
、（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
） 

 

久
峰
が
貰
い
受
け
た
帖
佐
茶
碗
七
点
を
探
元
の
許
に
持
参
し
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
あ

る
茶
碗
に
つ
い
て
、
御
判
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
出
来
栄
え
で
あ
る
の
に
判
が
押
さ
れ
て
い

な
い
と
し
て
お
り
、
探
元
が
出
来
の
良
い
上
手
作
に
判
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
高
台
の
底
に
「
帖
佐
の
薄
み
な
」
と
い
う
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
高
台
内
に
薄
く
刻
ま
れ
た
渦
巻
文
を
指
し
た
も
の

と
思
わ
れ
、
古
帖
佐
と
し
て
伝
世
す
る
茶
碗
に
は
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。 

 

『
加
治
木
古
老
物
語
』
に
は
、
よ
り
端
的
に
示
し
た
記
述
が
あ
る
。 

帖
佐
御
判
手
御
茶
碗
、
先
年
郷
原
轉
殿
御
拝
見
被
成
候
而
、
此
御
茶
碗
今
ニ
而
も
若
被

下
事
候
ハ
ヽ
、
指
を
壱
つ
二
つ
共
ハ
切
候
と
も
ほ
し
き
由
に
ニ
て
、
御
咄
為
被
成
由
候
、 

郷
原
轉
が
帖
佐
御
判
手
茶
碗
を
下
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
指
の
一
本
や
二
本
失
っ
て
で
も

ほ
し
い
と
語
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
中
頃
に
は
垂
涎
の
的
と
な

っ
て
い
た
こ
と
、
入
手
が
極
め
て
困
難
な
名
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。 

 

（
四
）
苗
代
川
御
判
手 

先
に
示
し
た
と
お
り
、
先
行
研
究
で
は
苗
代
川
御
判
手
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。『
研
究
』

に
は
根
拠
史
料
と
し
て
、『
薩
陶
製
蒐
録
』
所
収
の
竪
野
関
係
文
書
の
記
載
を
あ
げ
て
い
る
。 

宜
焼
応
し
誠
に
大
白
相
出
来
、
唐
物
之
名
物
熊
川
と
申
候
焼
物
之
同
製
ニ
而
日
本
ニ
無

之
名
物
相
出
来
、
中
納
言
様
御
満
悦
不
斜
、
折
々
焼
方
被
仰
付
能
相
出
来
候
作
物
御
判

を
押
而
被
召
置
、
此
時
之
焼
物
を
今
は
古
帖
佐
焼
又
ハ
御
判
手
焼
、
他
国
ニ
而
は
古
薩

摩
と
申
候
而
別
而
賞
玩
仕
候
、 

『
研
究
』
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
引
用
部
分
の
前
半
に
あ
る
大
白
、
即
ち
白
薩
摩
の

出
来
が
熊
川
（
高
麗
茶
碗
の
一
種
）
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藩
主
家
久
が
大
い
に
喜
ん

だ
と
い
う
内
容
は
苗
代
川
に
お
い
て
朴
貞
用
が
領
内
に
白
土
を
発
見
し
、
そ
の
原
料
を
用
い

て
つ
く
っ
た
製
品
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
研
究
』
は
後
半
に
あ
る
、
喜
悦

し
た
家
久
が
出
来
の
よ
い
も
の
に
は
判
を
押
し
た
と
い
う
記
述
か
ら
、
苗
代
川
御
判
手
が
存

在
す
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
こ
れ
ら
の
焼
物
を
古
帖
佐
焼
と
も
い
う
と

記
さ
れ
て
お
り
、
す
で
に
示
し
た
と
お
り
古
帖
佐
は
義
弘
の
住
ま
い
の
あ
っ
た
帖
佐
（
広
義

で
は
加
治
木
を
含
む
）
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
を
指
す
こ
と
か
ら
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。 

こ
こ
で
、
領
内
の
白
土
で
焼
い
た
製
品
が
熊
川
の
よ
う
で
あ
る
と
記
し
た
史
料
を
次
に
示

す
。
黎
明
館
本
「
苗
代
川
由
来
記
」
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

則
白
焼
物
試
焼
被
仰
付
焼
方
い
た
し
候
処
殊
之
外
能
出
来
、
朝
鮮
焼
名
器
熊
川
と
申
焼

物
ニ
少
も
不
相
替
出
来
候
付
、
中
納
言
様
御
感
悦
不
斜
、
御
通
行
之
節
ハ
毎
々
清
左
衛

門
江
御
目
見
被
仰
付
庄
屋
代
と
し
て
御
切
米
四
石
被
成
下
置
候
、
朴
貞
用
と
名
拝
領
也
、 

前
半
部
分
は
、『
研
究
』
に
引
用
さ
れ
た
史
料
の
前
半
部
分
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
半
で
は
喜
悦
し
た
家
久
が
、
苗
代
川
を
通
行
す
る
節
は
清
左
衛
門

（
朴
貞
用
）に
面
会
し
庄
屋
代
と
し
て
切
米
四
石
を
与
え
た
と
し
て
お
り
、内
容
が
異
な
る
。 

黎
明
館
本
「
苗
代
川
由
来
記
」
に
は
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
の
朝
鮮
陶
工
の
渡
来
か
ら

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
ま
で
の
出
来
事
が
編
年
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
原
本
は
貞
享
元
年

頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、『
研
究
』
に
苗
代
川
御
判
手
の
根
拠
と
し
て
引
用
さ

れ
た
竪
野
関
係
文
書
は
、
実
は
「
立
野
並
苗
代
川
焼
物
由
来
記
」（
佐
賀
県
立
名
護
屋
城
博
物

館
所
蔵
）
の
写
本
の
一
部
で
あ
る
。
現
役
の
藩
役
人
で
あ
る
村
田
元
阿
弥
と
苗
代
川
の
焼
物

主
取
で
あ
っ
た
朴
平
意
が
記
し
た
部
分
か
ら
成
り
、
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
御
数
寄
屋

御
書
役
衆
中
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
元
阿
弥
が
直
接
関
わ
っ
て
い
た
領

内
の
白
土
原
料
の
管
理
調
達
や
商
売
焼
の
存
在
な
ど
極
め
て
重
要
な
内
容
を
含
む
も
の
の
、

薩
摩
焼
発
祥
当
初
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、「
苗
代
川
由
来
記
」
や
「
星
山
家
家
譜
」、『
浦
之
浪
』

な
ど
を
参
考
に
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
も
の
の
、
そ
の
内
容
に
は
誤
り
も
多
い
。
例

え
ば
、
朝
鮮
陶
工
の
金
海
と
芳
仲
は
別
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
金
氏
之
保
中
」（
保
中
は
芳
仲
を
指
す
と
思
わ
れ
る
）
と
し
て
同
一
人
物
と
し
て
い
る
。
ま

た
決
定
的
な
誤
り
は
、『
研
究
』
が
苗
代
川
御
判
手
を
肯
定
す
る
根
拠
と
な
っ
た
、
苗
代
川
の

（
22
） 

（
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） 

（
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） 



清
左
衛
門
（
朴
貞
用
）
が
発
見
し
た
白
土
で
製
造
さ
れ
た
熊
川
の
よ
う
な
茶
碗
の
出
来
を
家

久
が
喜
悦
し
た
と
い
う
出
来
事
を
、義
弘
の
許
で
製
造
に
携
わ
っ
た
金
海（「
金
氏
之
保
中
」）

が
行
っ
た
こ
と
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。し
か
も
白
土
を
発
見
し
た
と
す
る
寛
永
の
初
め
頃
、

義
弘
は
す
で
に
没
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
史
料
を
も
っ
て
苗
代
川
御
判
手
の
存
在
の
根
拠

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

で
は
、
義
弘
御
判
手
に
つ
い
て
の
根
拠
を
提
供
し
た
木
村
探
元
は
、
苗
代
川
御
判
手
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
で
は
採
用
さ
れ
て
き
て

い
な
い
が
、『
白
鷺
洲
』
に
「
苗
代
川
え
御
判
手
と
申
も
の
有
之
候
哉
と
被
相
尋
候
へ
は
、
曾

て
不
承
儀
に
候
、」と
あ
る
。苗
代
川
に
御
判
手
が
あ
る
か
と
い
う
島
津
久
峰
の
問
い
に
対
し
、

か
つ
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
探
元
は
明
確
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
苗
代
川
御
判
手
の
根
拠
と
し
た
史
料
は
苗

代
川
で
の
出
来
事
を
帖
佐
で
の
出
来
事
と
誤
っ
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
探
元
も
ま
た

そ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
苗
代
川
御
判
手
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
伝
世
す
る
御
判
手
茶
碗
に
、
苗
代
川
産
を
示

す
作
例
が
無
い
こ
と
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。 

 

（
五
）
島
津
忠
承
旧
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶
碗 

こ
こ
で
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
唯
一
、
判
の
あ
る
茶
碗
の
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、

前
田
幾
千
代
・
矢
部
良
昭
に
よ
り
義
弘
御
判
手
と
判
断
さ
れ
、『
研
究
』
で
後
世
の
も
の
と
否

定
さ
れ
た
《
島
津
忠
承
旧
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶
碗
》
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
う
。 

本
茶
碗
に
は
木
箱
が
付
属
し
て
お
り
、
箱
表
に
「
松
齢
公
御
自
焼
御
茶
碗
」
と
あ
り
、
箱

内
に
次
の
二
通
の
書
付
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。 

① 

箱 

銘
書 

我 

先
君
義
弘
公
在
帖
佐
城
之
日
、
嘗
召
所
虜
来
之
韓
人
以
其
土
之
泥
丸
令
製
茶

器
数
品
、 

公
親
器
曰
火
計
且
各
印
、
予
得
其
一
、
是
雖
小
器
亦
公
手
沢
所
遺
、

豈
得
無
甘
棠
之
思
、
故
記
以
珍
蔵
、（
後
代
に
追
記
さ
れ
た
朱
書
き
は
割
愛
し
た
） 

② 
 
 
 
 
 
 
 

萬
篆
字 

水
竹
書 

 

 
 
 
 

水
竹
中
邨
主
馬 

 
 
 
 
 
 
 

陽
明
殿
御
内
表
近
習
也 

義
弘
公 

 
 
 
 

勤
仕
之
閑
印
刻
因
令
識 

御
判
手
茶
盌 

 
 
 
 
 
 

鑑
右
萬
字 

明
也 

 

①
の
銘
書
に
よ
れ
ば
、義
弘
は
帖
佐
城
で
渡
来
し
た
朝
鮮
陶
工
に
茶
器
数
点
を
作
ら
せ
た
。

義
弘
は
自
ら
器
に
火
計
と
名
付
け
印
を
押
し
た
。
こ
の
茶
碗
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
小
器
と

は
い
え
義
弘
が
手
に
触
れ
た
遺
品
で
あ
る
た
め
珍
蔵
す
る
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
茶
碗
は

義
弘
の
火
計
手
で
あ
り
、
か
つ
御
判
手
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

②
は
こ
の
茶
碗
に
押
さ
れ
た
判
の
文
字
が
「
萬
」
の
篆
字
で
あ
る
こ
と
を
、
中
村
水
竹
（
主

馬
）
が
極
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
矢
部
は
《
島
津
忠
承
旧
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶
碗
》

の
印
を
、
水
竹
主
馬
が
萬
の
篆
字
を
書
き
印
刻
し
た
と
し
て
い
る
が
、
水
竹
中
邨
主
馬
と
は

近
衛
家
に
仕
え
て
い
た
中
村
水
竹
（
一
八
〇
六
―
一
八
七
二
、
主
馬
は
通
称
）
の
こ
と
で
あ

り
、
篆
刻
家
で
も
あ
っ
た
水
竹
が
近
衛
殿
（
陽
明
殿
）
の
表
近
習
と
し
て
の
勤
め
の
い
と
ま

に
鑑
識
を
行
い
萬
の
字
で
あ
る
と
極
め
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。 

 

『
研
究
』
で
は
本
茶
碗
を
「
手
法
・
胎
土
・
釉
料
等
か
ら
見
て
初
期
薩
摩
と
は
断
じ
難
く
、

寧
ろ
苗
代
川
窯
若
く
は
竪
野
窯
の
中
期
の
作
品
と
認
め
ら
れ
る
」と
し
て
否
定
し
て
い
る
が
、

高
台
全
体
を
露
胎
と
し
て
腰
を
土
見
せ
と
し
た
釉
掛
け
や
胎
土
の
色
・
質
感
が
、
姶
良
市
指

定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
《
白
釉
火
計
手
茶
碗
》（
黎
明
館
保
管
）
に
類
似
し
て
い
る
。
ま
た

見
込
み
に
胎
土
目
の
痕
跡
が
残
る
点
、
透
明
釉
が
薄
く
か
か
り
表
面
全
体
に
小
さ
な
礫
が
含

ま
れ
る
素
地
は
、
宇
都
窯
や
義
弘
居
館
の
近
隣
に
あ
り
義
弘
が
朝
晩
仏
前
勤
行
を
し
た
看
経

所
が
あ
っ
た
花
園
寺
跡
か
ら
も
出
土
し
て
お
り
、
本
茶
碗
は
義
弘
時
代
の
作
と
判
断
し
て
差

し
支
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
本
茶
碗
は
義
弘
御
判
手
と
判
断
で
き
、「
萬
」
の
篆
字
の

あ
る
丸
印
が
押
さ
れ
た
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。 
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三 
伝
世
す
る
「
判
の
あ
る
茶
碗
」 

  

こ
こ
で
は
伝
世
す
る
判
の
あ
る
茶
碗
か
ら
御
判
手
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
管
見
の
範

囲
で
、
木
村
探
元
の
談
話
を
踏
ま
え
義
弘
御
判
手
と
推
定
さ
れ
る
作
品
が
、《
島
津
忠
承
旧
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶
碗
》
を
含
め
て
八
種
（
う
ち
一
種
は
書
籍
掲
載
で
実
見
せ
ず
）
及
び
鹿
児

島
城
本
丸
跡
か
ら
出
土
し
た
茶
碗
片
一
種
、
作
例
や
そ
の
箱
書
き
か
ら
筆
者
が
斉
彬
御
判
手

と
推
定
し
て
い
る
茶
碗
四
種
、
現
段
階
で
は
不
明
な
二
種
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
茶
碗
か
ら
判

の
種
類
の
特
定
を
試
み
る
と
と
も
に
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

（
一
）
義
弘
御
判
手 

① 

白
釉
御
判
手
茶
碗
（
島
津
忠
承
旧
蔵 

義
弘
公
御
判
手
茶
碗
） 

 

【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
見
込
み 

 
 
 
 
 
 

箱
書
「
松
齢
公
御
自
焼
御
茶
碗
」 

      

② 

白
釉
御
判
手
茶
碗 

銘 

す
は
ま 

 

【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
外
側
面 

     

③ 

白
釉
御
判
手
茶
碗 

尚
古
集
成
館 

箱
書
「
義
弘
公
御
判
手
御
茶
碗
」 

 

【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
見
込
み 

 
 

       

④ 

白
釉
牡
丹
文
御
判
手
茶
碗 

尚
古
集
成
館 

箱
書
「
御
判
手
方
円
花
形
茶
盌
」 

【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
見
込
み
／
角
印
・「
萬
」・
見
込
み 

    

    ⑤ 

白
釉
蓮
葉
文
御
判
手
茶
碗 

東
京
国
立
博
物
館 

箱
書
「
義
弘
公
御
判
手
御
茶
碗
」 

【
判
】
丸
印
・「
萬
」
カ
・
見
込
み
／
角
印
・「
萬
」
カ
・
見
込
み 

      



⑥ 
白
釉
馬
上
杯
形
御
判
手
茶
碗 

 
【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
外
側
面
／
角
印
・「
萬
」・
見
込
み 

       

⑦ 

白
釉
御
判
手
茶
碗 

銘 

し
ら
く
も 

 
  

【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
見
込
み
／
角
印
・「
萬
」
カ
・
外
側
面 

       

⑧ 

白
釉
松
文
御
判
手
茶
碗
陶
片 

鹿
児
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー 

【
判
】
丸
印
・「
萬
」・
見
込
み 

      

⑨ 

白
釉
御
判
手
茶
碗 

書
籍
掲
載
『
日
本
の
や
き
も
の
16 

薩
摩
』 

【
判
】
角
印
・「
萬
」・
見
込
み 

       

（
二
）
義
弘
御
判
手
の
判
の
種
類
と
印
銘 

①
か
ら
⑨
の
事
例
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
義
弘
御
判
手
と
推
定
さ
れ

る
器
物
は
茶
碗
に
限
ら
れ
、
い
ず
れ
も
白
色
胎
土
に
白
釉
を
掛
け
た
も

の
で
あ
る
。
判
の
種
類
と
印
銘
は
表
１
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

①
は
先
に
示
し
た
島
津
忠
承
旧
蔵
の
茶
碗
で
あ
る
が
、
①
か
ら
③
は

丸
印
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
同
じ
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
上
か
ら
掛
け
た

釉
薬
の
た
め
に
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
部
分
は
あ
る
が
、
焼
成
に
よ

っ
て
多
少
の
伸
縮
の
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
の
印
の
径
は
ほ
ぼ
二
・
八

セ
ン
チ
で
、
印
に
あ
る
文
字
は
「
萬
」
で
あ
る
。
①
と
③
は
見
込
み
に
、
②
に
は
外
側
面
に

印
が
あ
り
、
①
は
茶
溜
り
に
向
か
っ
て
、
②
は
側
壁
と
平
行
に
、
③
は
高
台
に
向
か
っ
て
押

さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
お
お
ら
か
な
取
り
扱
い
で
あ
る
。
特
に
③
は
高
台
を
拝
見
す
る
場
合

の
向
き
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
正
体
で
み
る
と
は
判
が
逆
様
に
見
え
る
。 

 
④
か
ら
⑦
は
丸
印
と
角
印
の
二
印
が
押
さ
れ
た
作
例
で
、
④
と
⑤
は
見
込
み
に
丸
印
と
角

印
が
あ
る
。
④
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
探
元
が
所
持
し
て
い
た
「
御
判
手
白
牡
丹
の
細
工

に
て
、
中
に
丸
角
の
御
判
二
有
之
候
」
と
あ
る
茶
碗
に
、
⑤
は
島
津
久
峰
が
所
持
し
た
「
蓮

の
葉
」
の
細
工
の
あ
る
茶
碗
に
相
当
す
る
。
一
見
す
る
と
両
者
は
釉
調
に
か
な
り
違
い
が
あ

る
が
、
探
元
は
ど
ち
ら
も
同
じ
時
期
の
木
脇
休
作
の
細
工
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
二
種
の
印

⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

不明 不明 2 2 2 2 1 1 1 判の数

〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 丸印「萬」

〇 ● 〇 ● 〇 角印「萬」

表１ 義弘御判手の判の種類と印銘    ※ 〇は判読可 ●は判読不可 



は
い
ず
れ
も
上
か
ら
掛
け
ら
れ
た
白
釉
の
た
め
に
輪
郭
線
と
文
字
の
一
部
が
わ
か
る
程
度
で

判
読
は
困
難
な
状
態
で
あ
る
。 

 

探
元
の
『
三
暁
庵
主
談
話
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

維
新
公
帖
佐
に
て
御
焼
せ
候
茶
碗
ニ
判
有
之
、
御
判
手
と
云
事
候
処
、
印
文
よ
め
兼
候

ニ
付
尋
ね
候
へ
ハ
、
先
年
四
元
堯
言
な
と
段
〻
吟
味
を
尽
候
処
、
朝
鮮
字
ニ
而
も
可
有

之
そ
れ
故
読
め
さ
る
事
に
て
候
、
川
上
縫
殿
に
ハ
萬
暦
と
い
ふ
字
ニ
而
も
可
有
之
哉
と

御
申
候
へ
と
も
分
ら
さ
る
事
ニ
而
、 

探
元
・
久
峰
が
所
持
し
た
義
弘
御
判
手
（
④
・
⑤
）
の
印
の
文
字
が
読
め
兼
ね
る
状
態
で
あ

っ
た
が
た
め
に
、四
元
堯
言
ら
が
判
読
を
試
み
た
が
結
果
的
に
わ
か
ら
ず
じ
ま
い
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
朝
鮮
文
字
、
萬
歴
と
い
う
文
字
と
い
っ
た
憶
測
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
と
は
い
え
、
か
ろ
う
じ
て
文
字
の
一
部
が
見
え
る
④
の
丸
印
と
①
～
③
を
比
較
す
る

と
、
①
～
③
の
「
萬
」
の
左
下
部
分
の
字
形
が
④
に
見
ら
れ
、
④
の
丸
印
は
①
～
③
と
同
印

と
判
断
さ
れ
る
。
⑤
は
丸
印
・
角
印
と
も
に
輪
郭
線
し
か
見
え
な
い
が
、
印
の
サ
イ
ズ
は
④

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
丸
印
は
「
萬
」
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
角

印
の
文
字
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
⑥
・
⑦
・
⑨
と
同
印
と
思
わ
れ
る
。 

⑥
と
⑦
は
、
④
・
⑤
と
同
様
丸
印
と
角
印
の
二
種
が
あ
る
。
白
釉
に
よ
る
影
響
で
さ
ら
に

文
字
が
見
え
に
く
い
が
、
比
較
的
状
態
の
い
い
⑥
の
印
の
サ
イ
ズ
は
丸
印
の
径
が
二
・
七
セ

ン
チ
、
角
印
は
縦
二
・
二
セ
ン
チ
、
横
一
・
八
セ
ン
チ
で
、
他
の
作
例
も
ほ
ぼ
同
じ
サ
イ
ズ

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
の
茶
碗
に
は
同
じ
印
が
押
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ

る
。
④
は
外
側
面
に
丸
印
が
、
見
込
み
に
角
印
が
押
さ
れ
、
⑤
は
見
込
み
に
丸
印
が
、
外
側

面
に
角
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
④
か
ら
⑦
に
は
押
す
場
所
に
規
則
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
①
か

ら
③
と
同
じ
く
印
を
押
す
場
所
は
お
お
ら
か
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。 

⑧
は
鹿
児
島
城
本
丸
跡
か
ら
の
出
土
品
で
あ
る
。
茶
碗
の
一
部
で
あ
る
た
め
印
の
数
は
不

明
で
あ
る
が
、
見
込
み
中
央
に
近
い
場
所
（
茶
溜
り
）
に
丸
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
印
の
右
側
部
分
は
く
っ
き
り
と
字
形
が
浮
か
び
上
が
っ
て
お
り
、
①
か
ら
④
と
同
じ

印
と
判
断
で
き
る
。
①
か
ら
③
で
は
や
や
読
み
取
り
に
く
か
っ
た
部
分
の
字
形
が
見
え
て
お

り
、
①
～
③
及
び
⑧
を
通
じ
て
、「
萬
」
の
篆
字
の
字
形
が
明
確
に
な
る
。 

⑨
は
『
日
本
の
や
き
も
の
16 

薩
摩
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
作
例
で
あ
る
。
筆
者
は
実
見

で
き
て
い
な
い
が
《
古
薩
摩
白
茶
碗
》
と
あ
り
、
火
計
手
で
あ
ろ
う
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

見
込
み
に
押
さ
れ
た
角
印
は
文
字
の
字
形
が
あ
る
程
度
見
え
て
い
る
。 

こ
こ
で
④
～
⑦
及
び
⑨
に
押
さ
れ
た
角
印
の
文
字
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
比
較
的
状
態
の

良
い
⑥
か
ら
「
萬
」
の
篆
字
（
丸
印
の
萬
と
は
字
形
が
異
な
る
）
が
読
み
取
れ
る
。
④
と
⑨

の
字
形
の
一
部
は
⑥
に
類
似
し
、
④
～
⑦
の
印
影
は
ほ
ぼ
同
サ
イ
ズ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
全

て
同
じ
印
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
角
印
は
篆
字
の
「
萬
」
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

現
存
す
る
義
弘
御
判
手
の
印
銘
は
丸
印
・
角
印
と
も
に
「
萬
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

し
か
し
探
元
の
談
話
を
勘
案
す
れ
ば
、
判
は
製
作
者
を
示
す
可
能
性
が
あ
り
、
判
の
形
は
丸

形
・
角
形
・
長
角
形
が
あ
る
と
し
、「
竪
に
長
き
御
判
」
を
田
原
家
（
田
原
萬
助
）
が
用
い
た

と
す
る
。
確
認
で
き
て
い
る
角
印
は
や
や
縦
長
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
あ
と
一
種
の
角
印

を
確
認
で
き
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
以
上
の
検
討
は
作
例
の
登
場
を
待
つ
他
な
く
、

今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。 

 （
三
）
義
弘
御
判
手
の
窯
場
と
年
代
観 

義
弘
御
判
手
が
製
造
さ
れ
た
窯
場
は
宇
都
窯
ば
か
り
で
な
く
御
里
窯
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

歴
史
史
料
か
ら
も
現
存
す
る
作
例
か
ら
も
判
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
現
段
階
で
は

歴
史
史
料
に
あ
る
帖
佐
（
宇
都
窯
）
を
基
点
に
、
御
里
窯
の
可
能
性
も
視
野
に
入
れ
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
義
弘
御
判
手
は
火
計
手
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

探
元
は
④
《
牡
丹
茶
碗
》
と
⑤
《
蓮
葉
茶
碗
》
の
製
作
者
は
木
脇
休
作
で
あ
る
と
し
て
い

る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
義
弘
が
茶
陶
の
製
造
に
関
与
し
た
慶
長
か
ら

元
和
期
の
作
と
す
る
に
は
あ
ま
り
に
異
形
の
茶
碗
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
よ
り
製
作
年
代
が
下

が
る
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
筆
者
も
ま
た
過
去
の
展
覧
会
で
は
十
七
世
紀
後
半
と

し
、
い
わ
ゆ
る
義
弘
御
判
手
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
な
か
に
は
十
九
世
紀
と
し
た
事

例
も
あ
る
が
、
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
亡
く
な
る
探
元
が
所
持
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

（
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か
ら
、
少
な
く
と
も
十
九
世
紀
は
否
定
さ
れ
る
。
作
者
と
さ
れ
る
木
脇
休
作
は
義
弘
の
死
に

際
し
殉
死
し
て
お
り
、
義
弘
御
判
手
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
探
元
の
談
話
に
よ
る
な

ら
ば
、
こ
れ
ら
の
茶
碗
は
義
弘
御
判
手
と
す
べ
き
も
の
と
な
る
。
同
様
の
課
題
は
⑥
・
⑦
に

も
あ
り
、
器
形
か
ら
判
断
す
る
と
義
弘
の
時
代
よ
り
や
や
下
る
と
い
う
見
方
が
あ
る
。 

こ
の
陶
磁
器
研
究
の
視
点
か
ら
み
た
年
代
判
定
と
歴
史
史
料
か
ら
わ
か
る
製
作
年
代
の
差

異
を
ど
の
よ
う
に
見
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
と
お
り
、
④
と
⑤
の
茶
碗
に
押

さ
れ
た
丸
印
は
、
①
～
③
に
押
さ
れ
た
印
と
同
じ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し

て
義
弘
没
後
の
作
と
す
る
な
ら
ば
、
義
弘
の
印
が
後
世
に
押
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
陶
磁
器

の
場
合
、成
形
し
て
素
地
が
乾
く
前
に
印
を
押
し
、そ
の
後
窯
で
焼
成
し
て
仕
上
げ
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
印
を
押
す
と
い
う
作
業
は
明
確
な
指
示
の
許
で
職
工
が
行
っ
た
と
考
え
ね
ば
な

る
ま
い
。
義
弘
の
印
に
つ
い
て
指
示
が
出
せ
る
と
す
れ
ば
藩
主
が
考
え
ら
れ
る
が
、
朝
鮮
出

兵
や
関
ヶ
原
の
戦
い
で
の
武
勇
で
知
ら
れ
、
と
り
わ
け
藩
内
の
尊
敬
を
集
め
て
い
た
義
弘
の

印
を
、
そ
の
息
子
で
初
代
藩
主
の
家
久
を
は
じ
め
歴
代
の
藩
主
ら
が
茶
陶
製
作
に
用
い
る
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
限
り
そ
の
可
能
性
は
低
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
遺
品
と
し
て
保
管
す
る
な
ど
大
切
に
守
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

本
稿
で
結
論
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
現
段
階
で
は
《
牡
丹
茶
碗
》
と
《
蓮
葉
茶

碗
》
は
義
弘
御
判
手
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
く
、
⑥
・
⑦
も
同
様
に
義
弘
御
判
手
を
視

野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

 

（
四
）
斉
彬
御
判
手 

⑩ 

紫
釉
牡
丹
文
御
判
手
茶
碗 

尚
古
集
成
館 

箱
書「
斉
彬
公
御
判
手
牡
丹
花
形
御
茶
碗
」 

 
 

    

⑪ 

紫
釉
牡
丹
文
御
判
手
茶
碗 

沈
家
伝
世
品
収
蔵
庫 

箱
書
「
順
聖
公
御
判
手
茶
盌
」 

 

 

    

⑫ 

白
釉
印
判
文
御
判
手
茶
碗 

沈
家
伝
世
品
収
蔵
庫 

箱
書
「
御
庭
焼
卵
白
御
判
手
」 

     

⑬ 

紫
釉
御
判
手
茶
碗 

沈
家
伝
世
品
収
蔵
庫 

      

⑩
～
⑬
は
島
津
斉
彬
を
示
す
と
思
わ
れ
る
判
の
あ
る
茶
碗
で
あ
る
。
同
じ
印
の
あ
る
作
例

に
、
⑭
《
紫
釉
牡
丹
文
御
判
手
茶
碗
》（
東
京
国
立
博
物
館
）
も
あ
る
。 

島
津
家
に
伝
来
し
た
⑩
の
箱
書
に
「
斉
彬
公
御
判
手
牡
丹
花
形
御
茶
碗
」、
⑪
に
「
順
聖
公

御
判
手
茶
盌
」
と
あ
る
。
順
聖
公
と
は
十
一
代
藩
主
島
津
斉
彬
（
一
八
〇
九
―
一
八
五
八
）

の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
点
は
先
に
示
し
た
義
弘
御
判
手
の
④
《
牡
丹
茶
碗
》
を
模
倣
し
た

上
で
さ
ら
に
紫
釉
を
掛
け
た
も
の
で
、
側
面
の
牡
丹
の
花
弁
と
高
台
脇
の
龍
の
彫
り
文
様
、

（
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口
縁
部
の
輪
花
の
仕
上
げ
ま
で
忠
実
に
写
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
《
牡
丹
茶
碗
》
は
高

台
内
ま
で
施
釉
し
て
い
る
の
に
対
し
、
⑩
・
⑪
の
高
台
内
は
露
胎
で
あ
る
。
斉
彬
が
近
代
化

事
業
の
一
環
と
し
て
行
っ
た
薩
摩
焼
の
上
絵
付
け
改
良
の
結
果
、
紫
釉
は
発
色
が
良
く
な
っ

た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
作
例
は
総
じ
て
釉
が
溶
け
て
流
れ
や
す
い
傾
向
が
み
ら
れ
る
た
め
、

⑩
・
⑪
も
高
台
内
が
露
胎
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
見
込
み
に
丸
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。
現

段
階
で
は
判
読
で
き
て
い
な
い
が
、
義
弘
の
判
と
は
異
な
る
文
字
で
あ
る
。 

⑫
・
⑬
・
⑭
（
⑭
の
画
像
は
不
掲
載
）
は
、
義
弘
御
判
手
に
は
な
い
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
の

茶
碗
と
な
っ
て
い
る
。
三
種
と
も
に
同
じ
角
印
が
あ
り
、
印
銘
は
篆
字
の
「
義
」
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
斉
彬
御
判
手
に
は
丸
印
と
「
義
」
字
の
角
印
の
二
種
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
。
義
弘
御
判
手
を
手
本
に
し
た
の
み
な
ら
ず
新
た
な
デ
ザ
イ
ン
の
茶
碗
に
独
自
の
印
が

押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
茶
碗
は
斉
彬
御
判
手
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

斉
彬
御
判
手
の
存
在
は
、
義
弘
へ
の
畏
敬
と
同
時
に
名
物
と
し
て
知
ら
れ
る
義
弘
御
判
手
の

格
の
高
さ
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 

先
行
研
究
に
お
い
て
前
田
は
古
帖
佐
焼
御

判
手
（
義
弘
御
判
手
）
に
義
の
印
が
あ
る
と

い
う
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
斉
彬
御
判
手

の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
た
め
に

混
同
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

⑮
・
⑯
も
義
弘
御
判
手
の
《
牡
丹
茶
碗
》
を

模
倣
し
た
作
品
で
、
先
に
示
し
た
斉
彬
御
判

手
と
も
異
な
る
印
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
。
⑯

は
附
属
す
る
情
報
が
な
く
、
⑮
に
は
箱
書
に

「
義
弘
公
御
判
手
御
茶
碗
」
と
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
十
九
世
紀
以
降
の
作
と
推
定
し
て
い

る
。
斉
彬
御
判
手
の
一
種
で
あ
る
可
能
性
を

残
す
が
、
前
田
幾
千
代
に
よ
れ
ば
、
御
判
手

に
は
義
弘
、
家
久
、
光
久
、
重
豪
、
斉
彬
、
忠
義
、
忠
重
の
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
段

階
で
は
製
作
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
控
え
る
こ
と
と
す
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

御
判
手
に
関
す
る
歴
史
史
料
と
判
の
あ
る
茶
碗
十
六
種
（
う
ち
一
種
は
出
土
陶
片
）
を
と

お
し
て
、
御
判
手
と
は
な
に
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
御
判
手
と
は
そ
も

そ
も
島
津
義
弘
が
帖
佐
の
宇
都
窯
で
製
作
さ
せ
、
好
み
の
も
の
に
判
を
押
さ
せ
た
白
色
胎
土

の
茶
碗
を
指
し
、
原
料
に
朝
鮮
半
島
産
の
白
土
が
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
た
だ
し
、
宇
都
窯
跡
や
御
里
窯
跡
で
検
出
さ
れ
た
白
色
原
料
が
県
内
産
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、今
後
デ
ー
タ
の
集
積
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
帖
佐
と
は
、

広
義
に
は
義
弘
が
関
ヶ
原
の
戦
い
以
降
居
館
と
し
た
帖
佐
と
加
治
木
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る

場
合
が
あ
り
、
御
判
手
に
は
加
治
木
の
御
里
窯
で
製
作
さ
れ
た
も
の
も
含
ま
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
現
段
階
で
は
原
料
は
朝
鮮
半
島
産
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
性
格
を
備
え
た
茶
碗
を
義
弘
御
判
手
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

義
弘
御
判
手
に
押
さ
れ
た
判
の
種
類
は
、
現
存
作
品
を
と
お
し
て
確
認
で
き
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
丸
印
と
角
印
の
二
種
が
あ
り
、
印
銘
は
い
ず
れ
も
篆
字
の
「
萬
」
で
あ
る
。
御
判
手

茶
碗
の
製
作
者
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
陶
工
で
あ
る
星
山
仲
次
（
金
海
）
と
田
原
萬
助

（
申
武
信
）、
そ
し
て
義
弘
の
忠
臣
木
脇
休
作
の
名
が
あ
げ
ら
れ
る
。 

先
行
研
究
で
は
家
久
に
よ
る
苗
代
川
御
判
手
が
存
在
す
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
典
拠
史
料

の
内
容
に
は
疑
問
が
あ
り
、
伝
世
品
も
確
認
で
き
な
い
。
従
っ
て
そ
の
存
在
は
否
定
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
結
論
づ
け
た
。
一
方
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
島
津
斉
彬
が
義
弘
御

判
手
を
手
本
と
し
つ
つ
固
有
の
作
品
を
生
み
出
し
、
独
自
の
判
を
押
し
た
斉
彬
御
判
手
の
存

在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。押
さ
れ
た
判
は
丸
印
と
角
印
の
二
種
が
あ
り
、角
印
は
篆
字
の「
義
」

で
あ
る
。 

本
稿
を
と
お
し
て
、
薩
摩
焼
草
創
期
の
重
要
作
品
と
さ
れ
て
き
た
御
判
手
の
位
置
づ
け
が

⑮ 

白
釉
牡
丹
文
御
判
手
茶
碗 

尚
古
集
成
館 

       

⑯ 

白
釉
牡
丹
文
御
判
手
茶
碗 



概
ね
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
足
掛
か
り
に
薩
摩
焼
草
創
期
に
つ
い
て
の

研
究
が
さ
ら
に
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 

 

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
梶
山
博
史
、
小
平
田
史
穂
、
島
田
紘
一
、
十
五
代
沈
壽
官
、
関

明
恵
、
田
野
雄
三
、
肥
後
崇
司
の
各
氏
に
ご
協
力
・
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
芳
名

を
あ
げ
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

註 
 （

１
）
田
澤
金
吾
・
小
山
冨
士
夫
『
薩
摩
焼
の
研
究
』
東
洋
陶
磁
研
究
所
、
一
九
四
一 

（
２
）『
姶
良
市
内
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
姶
良
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
八
ほ
か 

（
３
）
松
村
真
希
子
「『
島
津
家
文
書
』
に
み
る
薩
摩
焼
」『
東
洋
陶
磁
』
三
五
、
東
洋
陶
磁

学
会
、
二
〇
〇
六
／
拙
稿
「
島
津
義
弘
の
茶
陶
製
作
」『
黎
明
館
調
査
研
究
報
告
』
三
三
、

黎
明
館
、
二
〇
二
二
ほ
か 

（
４
）
前
掲
註
２
及
び
『
御
里
窯
跡
』（
加
治
木
町
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇
三
）
に
お
い
て
、

宇
都
窯
跡
・
御
里
窯
跡
検
出
の
白
色
粘
土
分
析
の
結
果
、
藩
内
産
で
あ
る
可
能
性
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
更
な
る
朝
鮮
カ
オ
リ
ン
と
の
比
較
デ
ー
タ
の
集
積
が
必
要
で
あ
る
。 

（
５
）「
薩
摩
焼
総
鑑
」『
陶
器
全
集
三
』
所
収
、
一
九
七
六
、
四
三
一
～
四
三
三
頁 

（
６
）
前
掲
註
１
、
二
七
～
三
〇
頁 

（
７
）『
日
本
陶
磁
体
系
16 

薩
摩
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
、
一
一
三
～
一
一
六
頁 

（
８
）『
三
暁
庵
主
談
話
』
よ
り
引
用
。『
三
暁
庵
主
談
話
』
は
木
村
探
元
の
談
話
を
橋
口
善

兵
衛
が
書
き
留
め
た
も
の
。
内
容
は
一
部
「
白
鷺
洲
」「
浦
之
浪
」
と
重
複
。
鹿
児
島
県

立
図
書
館
本
を
底
本
と
し
た
。 

（
９
）・（
10
）「
先
年
朝
鮮
よ
り
被
召
渡
留
帳
」
ほ
か 

（
11
）「
加
治
木
古
老
物
語
」（『
姶
良
市
誌
史
料
二
』
鹿
児
島
県
姶
良
市
、
二
〇
一
四
）
の

「
古
帖
佐
焼
物
師
之
事
（
二
九
）」
の
条
に
、「
子
孫
山
本
碗
右
衛
門
、
日
木
山
焼
物
場

之
時
分
、
高
麗
国
ヨ
リ
持
渡
候
茶
碗
土
二
拾
四
俵
、
壱
岐
五
兵
衛
検
者
ニ
て
堀
込
置
候

由
ニ
而
、
五
兵
衛
死
後
ニ
御
尋
失
ひ
、
于
今
相
不
知
候
、」
と
あ
る
。 

（
12
）
岡
田
喜
一
『
日
本
の
や
き
も
の
16 

薩
摩
』（
講
談
社
、
一
九
七
六
）
に
は
十
七
世

紀
初
、
佐
藤
雅
彦
『
日
本
陶
磁
全
集
19 

薩
摩
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
）
で
は

十
九
世
紀
と
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
製
作
年
代
を
否
定
し
て
い
る
。 

（
13
）『
鹿
児
島
県
史
料 

名
越
時
敏
史
料
八
』
鹿
児
島
県
、
一
九
八
九
。
底
本
は
安
政
三

年
（
一
八
五
六
）
に
名
越
時
敏
が
筆
写
し
た
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
本
。
木
村
探
元
の

談
話
を
子
孫
が
書
き
留
め
三
巻
に
ま
と
め
た
も
の
。
写
本
が
数
種
あ
り
、
浦
農
奈
美
・

浦
廼
波
・
浦
之
波
・
浦
能
浪
な
ど
の
表
記
が
あ
る
。 

（
14
）
島
津
久
峰
編
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）。
島
津
久
峰
が
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）

よ
り
足
掛
け
七
年
に
わ
た
っ
て
探
元
の
談
話
を
聞
き
書
き
留
め
た
も
の
。
底
本
は
大
正

六
年
、
芸
苑
叢
書
刊 

（
15
）『
鹿
児
島
県
史
料
集
一
三 

本
藩
人
物
誌
』
鹿
児
島
県
立
図
書
館
、
一
九
七
三
、
一
七
三
頁 

（
16
）
一
九
〇
（
慶
長
十
一
年
）
卯
月
十
四
日 

維
新
よ
り
陸
奥
守
宛
（
義
弘
よ
り
忠
恒
宛
）

『
鹿
児
島
県
史
料 

旧
記
雑
録
後
編
四
』
鹿
児
島
県
、
一
九
八
三 

（
17
）
前
掲
註
３
の
拙
稿
「
島
津
義
弘
の
茶
の
湯
と
茶
陶
製
作
」、
二
二
頁 

（
18
）
佐
藤
雅
彦
『
日
本
陶
磁
全
集
19 

薩
摩
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
、
五
〇
頁 

（
19
）『
姶
良
町
内
遺
跡
詳
細
分
布
調
査
報
告
書
』（
前
掲
註
２
）
の
「
古
帖
佐
焼
宇
都
窯
跡
」

に
よ
れ
ば
、
宇
都
窯
跡
で
は
白
色
胎
土
の
抹
茶
碗
と
し
た
陶
片
が
十
点
掲
載
さ
れ
て
お

り
（「
第
29
図 

宇
都
窯
跡
包
含
層
出
土
遺
物
①
〔
碗
・
茶
入
〕」
23
～
32
、
四
五
頁
）、

う
ち
四
点
は
底
部
を
伴
う
が
、
見
込
み
に
目
跡
の
あ
る
も
の
は
確
認
で
き
な
い
。
一
方
、

『
御
里
窯
跡
』
（
前
掲
註
４
）
に
は
、
白
色
胎
土
の
茶
碗
片
が
八
点
掲
載
さ
れ
て
お
り

（「
第
20
図 

出
土
遺
物
実
測
図
（
碗
１
）」
71
～
78
、
二
七
頁
）、
う
ち
一
点
（
71
）

に
見
込
み
に
目
跡
が
確
認
で
き
る
。
御
里
窯
で
目
跡
を
伴
う
抹
茶
碗
が
製
造
さ
れ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
宇
都
窯
で
も
同
様
の
製
品
が
作
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は

高
い
と
思
わ
れ
る
が
、
両
窯
跡
に
お
け
る
白
色
胎
土
の
抹
茶
碗
の
出
土
例
が
非
常
に
少



な
い
こ
と
か
ら
、
今
後
の
調
査
が
待
た
れ
る
。 

（
20
）
本
作
の
文
様
は
「
捻
花
文
」
と
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
箱
書
に
も
「
花
形
」
と
し

か
表
記
が
な
く
、
文
様
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

幕
末
期
に
本
作
を
模
倣
し
た
と
思
わ
れ
る
茶
碗
の
箱
書
に
は
「
牡
丹
文
」
と
あ
る
（
本

稿
三
―
（
一
）
参
照
）。 

（
21
）『
日
本
の
や
き
も
の
16 

薩
摩
』（
講
談
社
、
一
九
七
六
）
で
は
《
白
釉
蓮
葉
文
茶
碗
》

十
七
世
紀
初
、『
日
本
陶
磁
全
集
19 

薩
摩
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
八
）
で
は
《
白

釉
蓮
葉
文
茶
碗
》
十
七
世
紀
・《
白
釉
牡
丹
文
茶
碗
》
十
九
世
紀
、『
日
本
陶
磁
大
系
16 

薩
摩
』（
平
凡
社
、
一
九
八
九
）
で
は
《
白
釉
蓮
葉
文
茶
碗
》
を
十
七
世
紀
後
半
な
ど
と

す
る
。 

（
22
）『
姶
良
市
誌
史
料
二
』
姶
良
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
一
四
）
島
津
重
豪
の
藩
主
時
代
、

宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
か
ら
天
明
七
年
（
一
七
八
七
））
に
成
立
。 

（
23
）
翻
刻
は
、
谷
川
健
一
編
一
九
七
〇
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
十
巻 

農
山
漁
民

生
活
、
三
一
書
房
所
収
。（
参
考
：
拙
稿
「
千
鳥
印
の
あ
る
白
薩
摩
と
商
売
焼
に
つ
い
て

の
一
考
察
―
『
立
野
並
苗
代
川
焼
物
高
麗
人
渡
来
在
附
由
来
記
』
を
中
心
に
―
」『
か
ら

か
ら
』
二
七
二
五
～
三
一
頁
）
現
役
の
藩
役
人
で
あ
る
村
田
元
阿
弥
が
記
し
た
「
立
野

焼
物
濫
觴
於
御
當
國
名
物
白
焼
物
相
出
来
御
物
竃
被
召
建
候
星
山
ヶ
事 
但
田
原
・
有

村
焼
物
稽
古
商
売
焼
御
免
の
由
来
」
と
、
苗
代
川
の
焼
物
主
取
で
あ
っ
た
朴
平
意
が
記

し
た
「
立
野
焼
物
所
小
細
工
人
形
類
作
始
の
事
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 

（
24
）
前
掲
註
１
「
金
海
芳
仲
竝
芳
珍
の
同
異
」『
薩
摩
焼
の
研
究
』、
二
三
八
～
二
四
六
頁 

（
25
）「
立
野
並
苗
代
川
焼
物
由
来
記
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

神
之
川
ハ
朝
鮮
之
内
何
と
や
ら
申
所
に
似
寄
候
湊
故
、
御
仮
屋
を
被
召
建
御
滞
留
被
遊
、

金
氏
之
保
中
被
召
寄
焼
物
被
仰
付
候
処
、
朝
鮮
之
焼
物
土
（
土
は
朱
書
き
）
を
も
持
越

候
付
、
直
ニ
神
之
川
江
焼
物
窯
打
調
致
焼
物
候
処
、
宜
敷
出
来 

御
満
悦
被
遊
、
神
之

川
よ
り
飯
野
御
城
江
被
召
列
、
夫
よ
り
帖
佐
之
御
屋
地
江
被
召
移
、
猶
又
焼
物
窯
被
相

立
、
焼
物
被
仰
付
候
由
、
然
処
寛
永
之
初
比
、
御
当
国
ニ
而
宜
焼
物
可
相
出
来
哉
之
由

ニ
而
、
諸
所
江
案
内
被
召
渡
被
差
廻
候
処
、
山
川
成
川
村
之
土
（
大
か
）
岡
江
白
土
見

出
し
、
白
砂
之
儀
□
加
世
田
京
之
峯
（
牟
礼
）
江
見
出
し
薬
用
に
相
成
候
、
な
ら
の
木

ハ
栗
野
之
内
江
見
出
白
土
砂
取
調
な
ら
の
木
灰
焼
調
白
焼
物
相
調
え
候
処
、
宜
焼
応
之

誠
ニ
大
白
相
出
来
、
唐
物
之
名
物
熊
川
と
申
候
焼
物
之
同
製
ニ
而
、
日
本
ニ
而
は
無
之

候
之
名
物
相
出
来
、
中
納
言
様
御
満
悦
不
斜
折
々
焼
方
被
仰
付
、
能
相
出
来
候
作
物
、

御
判
を
押
而
被
召
置
、
此
時
之
焼
物
を
今
ハ
古
帖
佐
焼
又
ハ
御
判
手
焼
、
他
国
ニ
而
ハ

古
薩
摩
与
申
候
而
別
而
賞
玩
仕
候
、
他
国
に
て
は
古
薩
摩
与
申
候
而
、
別
而
賞
玩
仕
候
、

保
中
事
仲
次
と
名
替
被
仰
付
置
候
処
、
於
帖
佐
死
失
仕
葬
候
寺
も
後
破
壊
い
た
し
、
今

ハ
其
跡
も
な
く
基
も
な
く
成
行
、 

（
26
）
筆
者
は
こ
の
茶
碗
を
実
見
す
る
機
会
を
得
、
令
和
四
年
に
黎
明
館
企
画
特
別
展
「
茶

の
湯
と
薩
摩
」
を
企
画
し
た
際
、
義
弘
御
判
手
と
し
て
出
陳
し
た
経
緯
が
あ
る
。 

（
27
）
こ
の
銘
書
に
は
、
朝
鮮
陶
工
に
作
ら
せ
た
茶
碗
に
義
弘
自
ら
火
計
と
名
付
け
、
か
つ

自
ら
印
を
押
し
た
と
あ
る
。
管
見
で
は
、
火
計
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
記
述
は
、『
白
鷺

洲
』
の
「
い
か
様
唐
麗
別
條
無
之
候
、
か
ら
も
の
や
な
と
も
唐
麗
と
古
帖
佐
は
見
分
不

申
由
承
及
候
、
夫
故
存
の
通
ひ
は
か
り
な
と
名
も
見
申
候
由
被
申
候
事
、」（
傍
線
は
筆

者
）
と
あ
る
記
述
で
あ
る
。
ま
た
、『
浦
之
浪
』
や
『
白
鷺
洲
』
で
は
義
弘
が
判
（
印
）

を
押
さ
せ
た
と
あ
る
。
本
銘
書
は
義
弘
自
身
が
火
計
と
命
名
し
、
判
を
押
し
た
と
す
る

唯
一
の
史
料
と
言
え
る
が
、
執
筆
者
、
成
立
年
と
も
に
不
明
で
あ
り
、
詳
細
な
検
討
は

今
後
の
課
題
で
あ
る
。 

（
28
）
黎
明
館
企
画
特
別
展
『
茶
の
湯
と
薩
摩
』
二
〇
二
二
、
作
品
番
号
六
九
、
五
八
頁 

（
29
）
前
掲
註
26
、
作
品
番
号
一
三
二
―
一
・
二
、
九
一
頁 

（
30
）『
鹿
児
島
（
鶴
丸
）
城
本
丸
跡
』
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
三 

（
31
）『
日
本
の
や
き
も
の
16 

薩
摩
』
講
談
社
、
一
九
七
六
、
作
品
番
号
22
・
23 

（
32
）『
日
本
陶
磁
大
系
16 

薩
摩
』
平
凡
社
、
一
九
八
九
、
図
版
番
号
25
、
所
蔵
館
列
品

番
号G-756 

（
ふ
か
み
な
と 

き
ょ
う
こ 

本
館
学
芸
課
主
任
学
芸
専
門
員
） 


